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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に伴う契約事務手続について 
 
 
 平成１４年５月３０日より「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１
２年法律第１０４号。以下、「建設リサイクル法」という。）が施行され、工事請負契約
書に記載しなければならない事項が追加されたことから「「工事請負契約書の制定につい
て」の一部改正について」（平成１４年５月２９日付け国地契第８号）が通知されたとこ
ろであるが、建設リサイクル法第１２条の手続及び同法第１３条により工事請負契約書
に新たに記載される事項の合意手続について下記により措置されたい。 
 

記 
 
１ 対象工事である旨の明示 
  建設リサイクル法対象工事については、工事の発注に際して以下の事項を明示する

ものとする。 
 
（１）入札公告、送付資料に記載する事項 
   この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付
けられた工事である。 

 
（２）競争参加資格確認通知書、指名通知書に記載する事項 



   この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１
０４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付
けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、
再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書
に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等
を参考に積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載する
ために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。 

 
２ 建設リサイクル法第１２条及び同法第１３条に関する手続について 

 （１）、（２）、（３）の手続により建設リサイクル法第１２条に基づく説明及び第
１３条の規定に基づく契約書記載事項の合意のための協議を行うものとする。 

 
（１）協議実施の通知 
   本局総務部契約課（本局発注工事の場合）又は経理課（工事事務所発注工事の場合）

（以下、「契約担当課」という。）及び発注工事の工事担当課は、落札者決定後速や
かに建設リサイクル法第１２条に基づく説明並びに同法第１３条に基づく分別解体
等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、
再資源化等に要する費用（以下、「分別解体等の方法等」という。）の契約書への記
載に係る協議を実施する旨を落札者に通知する。 

 
（２）建設リサイクル法第１２条に関する手続 
  ① 工事担当課は、建設リサイクル法第１２条に基づき、落札者から説明書（別紙 

１及び別紙１に示す添付資料）並びに都道府県知事等の発行する処理施設の許可
証の写しを添付した書面の交付及び説明を受け、落札者の提示した分別解体等の
方法等について適切であることを確認する。 

  ② 工事担当課は、①において提出された書面について適切であることを確認した 
後、速やかにその旨を契約担当課に報告する。 

 
（３）建設リサイクル法第１３条に関する手続 
  ① 契約担当課は、分別解体等の方法等を記載した書面（別紙２～４のうち該当する

もの）の交付を受ける。 
  ② 契約担当課は、①において提出された書面の確認を行った後に、工事担当課に合

議する。 
  ③ 工事担当課は、②において合議された書面について適切であることを確認した

後、速やかにその旨を契約担当課に報告する。 
 
３ 契約締結 
  契約担当課は、記２の手続の終了後速やかに契約書案に解体工事に要する費用等必

要事項を記載させた上契約締結を行う。なお、記２の協議に時間を要するために落札決
定から７日以内に落札者が契約書案を契約担当官等に提出できない場合は、「競争契約
入札心得について」（昭和３８年４月２２日付け建設省厚第５号）別紙「○○競争契約
入札心得」第１２条ただし書きの規定に基づき契約担当課は落札業者から当該期間の
延長を求める旨の文書を提出させ、書面による承諾を行うものとする。 

 
４ 契約変更 
  契約変更の手続は、その必要が生じた都度、発注者と請負者が協議の上、２（３）の



手続に準拠し、速やかに行うものとする。 
 



 
 （別紙１）

 

説 　明 　書 

 

 　　　年　　　月　　　日

 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

 

 

                 氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)                          

                 （郵便番号　　　－　　　　）電話番号　　　－　　　　－　　　　 

                 住所                                                           

 

 

 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設工

 事の分別解体等の計画等に係る事項について説明します。

 

 

 記

 

１．工事の名称

 

２．工事の場所

 

 ３．説明内容  　添付資料のとおり

 

 ４．添付資料

 　　①別表（別表1～3のうち該当するものに必要事項を記載したもの）

       □別表1（建築物に係る解体工事）

　　　□別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

　　　□別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

    ②工程の概要を示す資料（できるだけ図面、表等を利用する。） 

  

 □欄には、該当個所に「レ」を付すこと。



 
（別紙２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物に係る解体工事　 
 

 １．分別解体等の方法

                          
  工程 作　業　内　容 分別解体等の方法(※)

 
 
工 ①建築設備・  建築設備・内装材等の取り外し  □手作業 

  程 　内装材等  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
ご  併用の場合の理由（　　　　）

 と
の ②屋根ふき材  屋根ふき材の取り外し  □手作業 

  作  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
業  併用の場合の理由（　　　　）

 内
容 ③外装材・  外装材・上部構造部分の取り壊し  □手作業 

 及 　上部構造部分  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
 び

解 ④基礎・  基礎・基礎ぐいの取り壊し  □手作業 
 体 　基礎ぐい  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
 方

法 ⑤その他  その他の取り壊し  □手作業 
（　　　　　）  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用

 　　※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
 
 
２．解体工事に要する費用（直接工事費）      　　              円（税抜き）

（注）・解体工事の場合のみ記載する。 
     　　　・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。

 　　　　　・仮設費及び運搬費は含まない。
 
 

 ３．再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

 
 
４．再資源化等に要する費用（直接工事費）　　　　　　　　　　　円（税抜き）

（注）・運搬費を含む。



 
（別紙３）　　　　　　　　　建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替） 
 

 １．分別解体等の方法

    
   工程 作　業　内　容 分別解体等の方法(※)

 
 

工 ①造成等  造成等の工事  □手作業 
程  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用

 ご
と ②基礎・  基礎・基礎ぐいの工事  □手作業 

  の 　基礎ぐい  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
 作
 業

内 ③上部構造部分・  上部構造部分・外装の工事  □手作業 
  容 　外装  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
 及
 び
   解 ④屋根  屋根の工事  □手作業
 体  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
 方
    法 ⑤建築設備・  建築設備・内装等の工事  □手作業
　内装等  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用

   ⑥その他  その他の工事  □手作業
（　　　　　　）  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用

 　　※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
 
 
２．解体工事に要する費用（直接工事費）     　該当無し　 
 
 

 ３．再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

 
 
４．再資源化等に要する費用（直接工事費）　　　　　　　　　　　円（税抜き）

（注）・運搬費を含む。



 
（別紙４）　　　　　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） 
 

 １．分別解体等の方法

                          
  工程 作　業　内　容 分別解体等の方法(※)

 
 
工 ①仮設  仮設工事  □手作業 

 程  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
 ご

と ②土工  土工事  □手作業 
 の  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用

作
業 ③基礎  基礎工事  □手作業 

 内  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
 容

及 ④本体構造  本体構造の工事  □手作業 
 び  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
 解

体 ⑤本体付属品  本体付属品の工事  □手作業 
 方  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用
 法
⑥その他  その他の工事  □手作業 
（　　　　　）  □有　　　□無  □手作業・機械作業の併用

 　　※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
 
 
２．解体工事に要する費用（直接工事費）      　　              円（税抜き）

（注）・解体工事の場合のみ記載する。 
     　　　・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。

 　　　　　・仮設費及び運搬費は含まない。
 
 

 ３．再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

 
 
４．再資源化等に要する費用（直接工事費）　　　　　　　　　　　円（税抜き）

（注）・運搬費を含む。 
 

 
 
 
 
 


